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第
一
章

行
刑
計
画
に
関
す
る
諸
規
定

第
二
章

行
刑
を
改
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す
る
た
め
の
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規
定

第
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収
刑
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行
に
関
す
る
諸
規
定

第
四
章

雑
則
（
以
上
、
本
号
）

附
則

行
刑
政
策
の
目
的
を
定
義
す
る
報
告
書

は
し
が
き

本
資
料
は
、

行
刑
計
画
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
三
月
二
七
日
の

法
律
第
二
〇
一
二

四
〇
九
号
（L

o
i n

2012
409 d

u
 
27 m

a
rs

 
2012

 
d
e
 
p
ro
g
ra
m
m
a
tio
n
 
rela

tiv
e
 
a
l’ex

ecu
tio
n
 
d
es

１
）

p
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）」
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る２

）。

本
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
き
た
行
刑
改
革
の
一

環
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
か
な
り
大
が
か
り
な
も
の
の
一
つ
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

本
法
で
は
、
①
施
設
内
処
遇
の
迅
速
化
・
効
率
化
、
②
累
犯
対
策

の
強
化
、
及
び
、
③
非
行
少
年
に
対
す
る
処
遇
の
改
善
、
と
い
う
三

つ
の
目
的
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
い
施
策
が
提
示
さ
れ

て
い
る
。
も
っ
と
も
そ
の
内
容
は
、
基
本
的
に
監
視
・
監
督
の
強
化

に
傾
斜
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
内
容
も
伴
う
。

例
え
ば
、
施
設
内
処
遇
に
関
し
て
は
、
短
期
自
由
刑
の
た
め
の
施

設
整
備
が
提
案
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
刑
の
修
正
に
よ
る
社
会
内
処
遇

へ
の
移
行
と
は
逆
の
方
向
性
が
看
取
さ
れ
る
。
敢
え
て
、
弊
害
が
多

い
と
さ
れ
る
短
期
自
由
刑
の
活
用
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
点
に
は
、

サ
ル
コ
ジ
政
権
の
治
安
強
化
の
姿
勢
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

ま
た
、
累
犯
対
策
に
お
い
て
は
、
累
犯
の
危
険
性
判
定
の
た
め
に

鑑
定
の
充
実
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。
鑑
定
医
の
増
員
等
そ
れ
自
体
首

肯
さ
れ
う
る
点
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
鑑
定
に
よ
る
危
険
性
判
断
が

保
安
処
分
拡
大
の
礎
に
な
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
も
ま
た
治
安

強
化
の
文
脈
で
捉
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
、
少
年
に
対
し
て
も
、
施
設
内
処
遇
を
拡
充
す
る
方
向
で

の
監
視
・
監
督
の
強
化
が
図
ら
れ
て
お
り
、
本
法
で
は
、
一
貫
し
た
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治
安
強
化
策
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
法
は
、
治
安
強
化
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
、
施
設

内
処
遇
の
拡
充
及
び
保
安
処
分
の
活
用
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
よ
る
短
期
自
由
刑

の
弊
害
回
避
、
社
会
内
処
遇
に
よ
る
社
会
復
帰
の
促
進
等
、
こ
れ
ま

で
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
実
践
的
取
組
を
阻
害
す
る
危
険
を
多
分
に

含
ん
で
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
、
本
法
の
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
は
、
厳
罰
化
立
法
が
相

次
ぐ
わ
が
国
に
お
い
て
、
あ
る
べ
き
再
犯
防
止
策
と
は
い
か
な
る
も

の
な
の
か
を
考
え
る
一
つ
の
契
機
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
サ
ル
コ
ジ
か
ら
オ
ラ
ン
ド
に
政
権
が

移
っ
た
が
、
こ
の
政
権
交
代
が
行
刑
政
策
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及

ぼ
す
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
注
意
深
く
見
守
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
法
の
形
式
的
な
特
徴
と
し
て
、
立
法
目
的
な
い
し

立
法
事
実
を
示
す
詳
細
な
報
告
書
が
末
尾
に
「
附
則
」
の
形
で
添
付

さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

行
刑
の
現
状
が
細
部
に
わ
た
っ
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
本
法
を
正
確

に
理
解
す
る
上
で
、
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
行
刑
の
直
面
し
て
い
る
課
題

を
把
握
す
る
上
で
、
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。

以
下
、
本
法
律
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
翻
訳
に
当
た
っ

て
は
、
徳
永
元
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
府
博
士
後
期
課
程
）

第

一
章
」、

第
二
章
」、

第
三
章
」
及
び
「
第
四
章
」
担
当
）、
及
び
、

井
上
宜
裕
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
准
教
授
）

附
則
」
担

当
）
が
分
担
し
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
制
裁
研
究
会
で
逐
語
的
に
再
検
討

し
つ
つ
、
訳
語
や
表
現
の
統
一
を
行
っ
た
。

（
井
上
宜
裕
）

行
刑
計
画
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
三
月
二
七
日
の

法
律
第
二
〇
一
二

四
〇
九
号

N
O
R
:
JU
S
X
1128281L

国
民
議
会
及
び
元
老
院
が
審
議
を
行
い
、

国
民
議
会
が
可
決
し
、

憲
法
院
二
〇
一
二
年
三
月
二
二
日
裁
決
（
Ｄ
Ｃ
第
二
〇
一
二

六
五

一
号
）
に
鑑
み
、

共
和
国
大
統
領
は
以
下
の
内
容
の
法
律
に
審
署
す
る
。

第
一
章

行
刑
計
画
に
関
す
る
諸
規
定

第
一
条

本
法
に
付
属
す
る
行
刑
政
策
の
目
的
を
定
義
す
る
報
告
書
が
承
認

さ
れ
る
。
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第
二
条

行
刑
公
役
務
に
関
す
る
一
九
八
七
年
六
月
二
二
日
の
法
律
第
八
七

四
三
二
号
第
二
条
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

一

第
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
一
文
に
よ
り
補
完
さ

れ
る
。こ

の
任
務
は
、
加
え
て
、
指
導
、
記
録
及
び
監
視
を
除
く
、
行

刑
施
設
の
利
用
ま
た
は
保
守
を
対
象
と
す
る
。」

二

第
二
項
第
一
文
の
後
に
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
一
文
が

挿
入
さ
れ
る
。

こ
の
契
約
は
、
特
に
、
公
契
約
法
典
第
三
六
条
及
び
第
六
七
条

に
定
め
ら
れ
る
競
争
的
交
渉
手
続
に
従
っ
て
、
同
条
に
定
め
ら
れ
る

条
件
の
下
で
締
結
さ
れ
う
る
。」

第
三
条

Ⅰ

｜
公
用
収
用
法
典
第
L.
一
五

九
条
に
定
め
ら
れ
る
手
続
は
、

そ
の
取
得
が
行
刑
施
設
の
建
設
ま
た
は
拡
張
の
た
め
に
必
要
な
宅
地

ま
た
は
非
宅
地
の
国
に
よ
る
即
時
占
有
開
始
に
適
用
さ
れ
る
。

第
L.
一
五

九
条
第
一
項
に
定
め
ら
れ
る
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の

一
致
し
た
意
見
に
基
づ
く
デ
ク
レ
は
、
遅
く
と
も
二
〇
一
六
年
一
二

月
三
一
日
ま
で
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅱ

｜
都
市
計
画
法
典
第
L.
三
一
四

一
条
、
第
L.
三
一
四

二
条

及
び
第
L.
三
一
四

六
条
は
、
必
要
な
場
合
、
公
用
収
用
法
典
第
L.

一
五

九
条
に
定
め
ら
れ
る
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
、
行
刑
施
設

の
建
設
ま
た
は
拡
張
に
適
用
さ
れ
る
。

第
二
章

行
刑
を
改
良
す
る
た
め
の
諸
規
定

第
四
条

Ⅰ

｜
刑
事
訴
訟
法
典
第
四
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
る
。

一

第
七
項
に
お
い
て
、

社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
、
監
督
付
教

育
の
権
限
を
持
つ
部
局
、
ま
た
は
、
第
八
一
条
に
定
め
ら
れ
る
条
件

の
下
で
資
格
を
持
つ
全
て
の
者
、
第
六
項
」
と
い
う
文
言
は
、

第

八
一
条
第
六
項
に
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
で
資
格
を
持
つ
者
、
ま
た

は
、
物
理
的
不
能
の
場
合
、
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
」
と
い
う
文

言
に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ
る
。

二

第
九
項
に
お
い
て
、

社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
、
青
少
年
の

司
法
的
保
護
の
権
限
を
持
つ
部
局
、
ま
た
は
、
第
八
一
条
の
条
件
の

下
で
資
格
を
持
つ
全
て
の
者
、
第
六
項
」
と
い
う
文
言
は
、

第
八

一
条
第
六
項
に
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
で
資
格
を
持
つ
者
、
ま
た
は
、

物
理
的
不
能
の
場
合
、
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
」
と
い
う
文
言
に

よ
り
置
き
換
え
ら
れ
る
。

Ⅱ

｜
同
法
典
第
八
一
条
第
七
項
第
一
文
に
お
い
て
、

場
合
に

よ
っ
て
、
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
、
青
少
年
の
司
法
的
保
護
の
権

行刑計画に関する二〇一二年三月二七日の法律第二〇一二-四〇九号㈠（フランス刑事制裁研究会（訳)）
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限
を
持
つ
部
局
、
ま
た
は
、
前
項
の
適
用
に
お
い
て
資
格
を
持
つ
全

て
の
団
体
」
と
い
う
文
言
は
、

第
六
項
の
適
用
に
お
い
て
資
格
を

持
つ
者
、
ま
た
は
、
物
理
的
不
能
の
場
合
、
社
会
復
帰
・
保
護
観
察

局
」
と
い
う
文
言
に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ
る
。

Ⅲ

｜
犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ

ン
ス
第
四
五

一
七
四
号
は
、
次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
る
。

一

収
集
す
る
（recu

eillera

）」
と
い
う
文
言
の
後
に
、
第
八

条
第
四
項
の
末
尾
が
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
。

あ
ら
ゆ
る
調
査

に
よ
り
、
少
年
の
人
格
及
び
社
会
的
・
家
庭
的
環
境
に
関
す
る
情
報

（
を
）」。

二

負
担
さ
せ
る
（ch

a
rg
er

）」
と
い
う
文
言
の
後
に
、
第
一

〇
条
第
四
項
の
末
尾
が
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
。

青
少
年
の
司

法
的
保
護
の
公
的
セ
ク
タ
ー
、
並
び
に
、
少
年
の
人
格
及
び
社
会

的
・
家
庭
的
環
境
に
関
す
る
調
査
を
行
う
資
格
を
持
つ
連
合
セ
ク

タ
ー
の
役
務
（
を
）」。

第
五
条

Ⅰ

｜
刑
事
訴
訟
法
典
第
一
三
八
条
第
一
〇
号
は
、
次
の
よ
う
に

起
草
さ
れ
る
三
文
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
。

司
法
的
統
制
に
付
す
旨
の
命
令
の
写
し
は
、
予
審
判
事
に
よ
り
、

予
審
対
象
者
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
医
師
ま
た
は
心
理
学
者

に
送
付
さ
れ
る
。
捜
査
ま
た
は
予
審
の
間
に
行
わ
れ
た
鑑
定
の
報
告

書
は
、
医
師
も
し
く
は
心
理
学
者
の
請
求
ま
た
は
予
審
判
事
の
主
導

に
よ
り
、
医
師
ま
た
は
心
理
学
者
に
送
付
さ
れ
る
。
予
審
判
事
は
、

同
様
に
、
医
師
ま
た
は
心
理
学
者
に
、
一
件
記
録
の
そ
の
他
あ
ら
ゆ

る
有
用
な
書
類
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

Ⅱ

｜
刑
法
典
第
一
三
二

四
五
条
第
三
号
は
、
次
の
よ
う
に
起

草
さ
れ
る
三
文
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
処
分
を
命
じ
る
決
定
の
写
し
は
、
刑
罰
適
用
判
事
に

よ
り
、
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
を
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
医
師

ま
た
は
心
理
学
者
に
送
付
さ
れ
る
。
訴
訟
手
続
の
間
に
行
わ
れ
た
鑑

定
の
報
告
書
は
、
医
師
も
し
く
は
心
理
学
者
の
請
求
ま
た
は
刑
罰
適

用
判
事
の
主
導
に
よ
り
、
医
師
ま
た
は
心
理
学
者
に
送
付
さ
れ
る
。

刑
罰
適
用
判
事
は
、
同
様
に
、
医
師
ま
た
は
心
理
学
者
に
、
一
件
記

録
の
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
有
用
な
書
類
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

Ⅲ

｜
公
衆
衛
生
法
典
第
三
七
一
一

二
条
第
一
項
は
、
次
の
よ

う
に
起
草
さ
れ
る
。

刑
罰
適
用
判
事
は
、
主
治
医
に
、
調
整
医
を
介
し
て
、
治
療
を

命
じ
た
判
決
の
写
し
を
送
達
す
る
。
判
事
は
、
同
様
に
、
主
治
医
に
、

主
治
医
の
請
求
ま
た
は
自
ら
の
主
導
に
よ
り
、
調
整
医
を
介
し
て
、

捜
査
ま
た
は
予
審
の
間
に
行
わ
れ
た
医
学
鑑
定
の
報
告
書
、
予
審
終

局
時
の
請
求
、
判
決
裁
判
所
へ
の
移
送
決
定
、
有
罪
判
決
、
及
び
、

資 料
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刑
の
執
行
中
に
自
ら
が
命
じ
た
鑑
定
の
報
告
書
の
各
写
し
を
送
達
す

る
。
判
事
は
、
加
え
て
、
主
治
医
に
、
一
件
記
録
の
そ
の
他
あ
ら
ゆ

る
有
用
な
書
類
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

第
六
条

Ⅰ

｜
刑
事
訴
訟
法
典
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

一

第
一
三
八

一
条
の
後
に
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
一

三
八

二
条
が
挿
入
さ
れ
る
。

第
一
三
八

二
条

重
罪
ま
た
は
第
七
〇
六

四
七
条
に
挙
げ
ら

れ
る
犯
罪
に
関
す
る
訴
追
の
場
合
、
予
審
判
事
ま
た
は
自
由
・
拘
禁

判
事
は
、
職
権
ま
た
は
検
察
官
の
請
求
に
基
づ
き
、
司
法
的
統
制
に

付
す
旨
の
命
令
の
中
で
、
本
命
令
の
写
し
の
交
付
が
再
犯
予
防
に
必

要
と
思
料
さ
れ
る
場
合
、
予
審
対
象
者
が
そ
の
下
に
自
ら
の
居
所
を

定
め
た
人
物
に
、
こ
の
命
令
の
写
し
が
交
付
さ
れ
る
旨
決
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。」

本
条
第
一
項
に
挙
げ
ら
れ
る
犯
罪
の
一
つ
に
関
す
る
予
審
対
象

者
が
、
公
立
ま
た
は
私
立
の
学
校
施
設
に
就
学
す
る
か
ま
た
は
就
学

を
請
求
す
る
資
格
を
有
し
て
い
る
場
合
、
命
令
の
写
し
は
、
い
ず
れ

の
場
合
に
も
、
予
審
判
事
に
よ
り
大
学
区
当
局
に
交
付
さ
れ
、
か
つ
、

必
要
が
あ
れ
ば
、
関
係
施
設
の
長
に
交
付
さ
れ
る
。
予
審
判
事
は
、

同
様
に
、
こ
れ
ら
の
機
関
に
、
対
象
者
の
就
学
の
場
所
ま
た
は
態
様

に
影
響
を
与
え
る
、
司
法
的
統
制
上
の
義
務
を
変
更
す
る
決
定
を
通

知
す
る
。」

第
二
項
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
が
通
知
さ
れ
た
者
が
か
く
得
ら

れ
た
情
報
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
施
設
及
び
場
合
に

よ
っ
て
は
生
徒
の
宿
泊
を
担
当
す
る
組
織
に
お
い
て
安
全
及
び
秩
序

に
つ
い
て
責
任
を
負
う
職
員
、
並
び
に
、
生
徒
の
社
会
的
・
衛
生
的

監
督
の
任
を
負
う
、
職
業
上
の
守
秘
義
務
に
服
す
る
専
門
家
の
み
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
の
共
有
は
、
そ
の
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
も

の
に
厳
格
に
制
限
さ
れ
る
。」

職
業
上
の
秘
密
の
漏
洩
を
処
罰
す
る
刑
法
典
第
二
二
六

一
三
条

の
規
定
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
本
条
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
が
通
知

さ
れ
た
者
、
ま
た
は
、
第
三
項
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
が
含
む
情
報

を
知
っ
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
決
定
ま
た
は
そ
の
内
容
を
こ
れ
ら
の

情
報
の
共
有
が
許
可
さ
れ
て
い
な
い
第
三
者
に
伝
達
す
る
行
為
は
、

三
七
五
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
で
処
罰
さ
れ
る
。」

二

第
七
一
二

二
二
条
の
後
に
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第

七
一
二

二
二

一
条
が
挿
入
さ
れ
る
。

第
七
一
二

二
二

一
条

刑
罰
適
用
判
事
の
監
督
下
に
置
か
れ

る
者
が
重
罪
ま
た
は
第
七
〇
六

四
七
条
に
挙
げ
ら
れ
る
犯
罪
に
つ

い
て
有
罪
宣
告
を
受
け
た
場
合
、
こ
の
司
法
官
は
、
職
権
ま
た
は
検

察
官
の
請
求
に
基
づ
き
、
有
罪
判
決
、
ま
た
は
、
刑
の
修
正
、
仮
釈
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放
、
司
法
監
視
も
し
く
は
保
安
監
視
の
決
定
の
各
写
し
が
、
こ
れ
ら

の
伝
達
が
累
犯
予
防
に
必
要
と
思
料
さ
れ
る
場
合
、
有
罪
宣
告
を
受

け
た
者
が
そ
の
下
に
自
ら
の
居
所
を
定
め
た
人
物
に
交
付
さ
れ
る
旨

命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

本
条
第
一
項
に
挙
げ
ら
れ
る
犯
罪
に
つ
き
有
罪
宣
告
を
受
け
た

者
が
、
公
立
ま
た
は
私
立
の
学
校
施
設
に
就
学
す
る
か
ま
た
は
就
学

を
請
求
す
る
資
格
を
有
し
て
い
る
場
合
、
決
定
の
写
し
は
、
い
ず
れ

の
場
合
に
も
、
刑
罰
適
用
判
事
に
よ
り
大
学
区
当
局
に
交
付
さ
れ
、

か
つ
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
関
係
施
設
の
長
に
交
付
さ
れ
る
。
刑
罰
適

用
判
事
は
、
同
様
に
、
こ
れ
ら
の
機
関
に
、
対
象
者
の
就
学
の
場
所

ま
た
は
態
様
に
つ
い
て
影
響
を
与
え
る
、
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
に

課
さ
れ
る
義
務
を
変
更
す
る
決
定
を
通
知
す
る
。」

第
二
項
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
が
通
知
さ
れ
た
者
が
か
く
得
ら

れ
た
情
報
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
施
設
及
び
場
合
に

よ
っ
て
は
生
徒
の
宿
泊
を
担
当
す
る
組
織
に
お
い
て
安
全
及
び
秩
序

に
つ
い
て
責
任
を
負
う
職
員
、
並
び
に
、
生
徒
の
社
会
的
・
衛
生
的

監
督
の
任
を
負
う
、
職
業
上
の
守
秘
義
務
に
服
す
る
専
門
家
の
み
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
の
共
有
は
、
そ
の
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
も

の
に
厳
格
に
制
限
さ
れ
る
。」

職
業
上
の
秘
密
の
漏
洩
を
処
罰
す
る
刑
法
典
第
二
二
六

一
三
条

の
規
定
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
本
条
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
が
通
知

さ
れ
た
者
、
ま
た
は
、
第
三
項
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
が
含
む
情
報

を
知
っ
た
者
に
つ
い
て
、
当
該
決
定
ま
た
は
そ
の
内
容
を
こ
れ
ら
の

情
報
の
共
有
が
許
可
さ
れ
て
い
な
い
第
三
者
に
伝
達
す
る
行
為
は
、

三
七
五
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
で
処
罰
さ
れ
る
。」

Ⅱ

｜
教
育
法
典
第
一
部
第
二
編
第
一
款
第
一
章
は
、
次
の
よ
う
に

起
草
さ
れ
る
第
L.
二
一
一

九
条
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

第
L.
二
一
一

九
条

刑
事
訴
訟
法
典
第
一
三
八

二
条
及
び
第

七
一
二

二
二

一
条
に
定
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
生
徒
の
司
法

的
統
制
ま
た
は
有
罪
判
決
に
関
す
る
情
報
が
大
学
区
当
局
に
通
知
さ

れ
た
場
合
、
司
法
的
統
制
の
下
に
置
か
れ
ま
た
は
有
罪
宣
告
を
受
け

た
生
徒
は
、
当
該
生
徒
が
服
す
る
司
法
的
義
務
に
鑑
み
、
当
該
生
徒

が
民
間
施
設
に
収
容
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
、
家
庭
内
で
も
し
く
は

本
法
典
第
L.
一
三
一

二
条
に
定
め
ら
れ
る
遠
隔
教
育
の
公
的
サ
ー

ビ
ス
に
よ
り
教
育
が
行
わ
れ
る
場
合
を
除
き
、
大
学
区
当
局
が
指
定

し
た
公
的
施
設
に
配
属
さ
れ
る
。」

第
七
条

刑
事
訴
訟
法
典
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

一

第
七
一
七

一
条
第
五
項
は
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
三

項
に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ
る
。

有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
の
主
治
医
は
、
こ
の
者
に
対
し
て
、
少
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な
く
と
も
三
月
に
一
回
、
そ
の
患
者
が
刑
罰
適
用
判
事
に
よ
り
提
示

さ
れ
た
治
療
を
定
め
ら
れ
た
形
で
受
け
て
い
る
か
否
か
を
示
す
証
明

書
を
交
付
す
る
。
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
は
、
刑
罰
適
用
判
事
が
本

法
典
第
七
二
一
条
、
第
七
二
一

一
条
及
び
第
七
二
九
条
の
適
用
に

よ
っ
て
刑
の
短
縮
の
取
消
、
補
充
刑
の
短
縮
の
付
与
ま
た
は
仮
釈
放

の
付
与
に
つ
い
て
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
証
明
書
を
刑
罰
適
用

判
事
に
提
出
す
る
。」

有
罪
判
決
の
写
し
は
、
刑
罰
適
用
判
事
に
よ
っ
て
、
有
罪
宣
告

を
受
け
た
者
の
主
治
医
に
送
付
さ
れ
る
。
訴
訟
手
続
の
間
に
行
わ
れ

た
鑑
定
の
報
告
書
は
、
同
様
に
、
主
治
医
に
、
主
治
医
の
請
求
ま
た

は
刑
罰
適
用
判
事
の
主
導
に
よ
り
送
付
さ
れ
る
。
刑
罰
適
用
判
事
は
、

加
え
て
、
主
治
医
に
、
一
件
記
録
の
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
有
用
な
書
類

を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

第
五
項
及
び
第
六
項
は
、
同
様
に
、
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
を

扱
う
心
理
学
者
に
適
用
さ
れ
る
。」

二

第
七
二
一
条
第
三
項
の
最
後
の
一
文
は
、
次
の
よ
う
に
起
草

さ
れ
る
二
文
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
が
刑
罰
適
用
判
事
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ

た
治
療
を
定
め
ら
れ
た
形
で
受
け
て
い
な
い
旨
、
第
七
一
七

一
条

の
適
用
に
よ
っ
て
刑
罰
適
用
判
事
に
通
知
さ
れ
た
場
合
も
同
様
と
す

る
。
刑
罰
適
用
判
事
の
決
定
は
、
第
七
一
二

五
条
に
定
め
ら
れ
る

条
件
の
下
で
行
わ
れ
る
。」

三

第
七
二
一

一
条
第
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
一

文
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
が
刑
罰
適
用
判
事
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ

た
治
療
を
定
め
ら
れ
た
形
で
受
け
て
い
な
い
旨
、
第
七
一
七

一
条

の
適
用
に
よ
っ
て
刑
罰
適
用
判
事
に
通
知
さ
れ
た
場
合
も
同
様
と
す

る
。」四

第
七
二
九
条
は
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

ａ)

第
二
項
第
一
文
の
後
に
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
一
文
が

挿
入
さ
れ
る
。

有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
が
刑
罰
適
用
判
事
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ

た
治
療
を
定
め
ら
れ
た
形
で
受
け
て
い
な
い
旨
、
第
七
一
七

一
条

の
適
用
に
よ
っ
て
刑
罰
適
用
判
事
に
通
知
さ
れ
た
場
合
も
同
様
と
す

る
。」ｂ)

第
二
文
の
冒
頭
、

そ
れ
（E

lle

）」
と
い
う
文
言
は
、

仮

釈
放
」
と
い
う
文
言
に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ
る
。

第
八
条

同
法
典
第
七
三
〇

二
条
第
二
号
に
お
い
て
、

二
人
の
鑑
定
人
に

よ
っ
て
及
び
」
と
い
う
文
言
は
、

二
人
の
精
神
医
学
鑑
定
人
に

よ
っ
て
、
ま
た
は
、
一
人
の
精
神
医
学
鑑
定
人
と
、
精
神
病
理
学
に
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つ
い
て
の
基
礎
的
・
応
用
的
な
大
学
教
育
を
証
明
す
る
学
位
、
証
書

ま
た
は
資
格
を
有
す
る
一
人
の
心
理
学
鑑
定
人
に
よ
っ
て
…
…
。
鑑

定
」
と
い
う
文
言
に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ
る
。

第
九
条

Ⅰ

｜
教
育
法
典
第
L.
六
三
二

七
条
は
次
の
よ
う
に
再
構
成
さ

れ
る
。第

L.
六
三
二

七
条

毎
年
、
司
法
大
臣
並
び
に
衛
生
及
び
予
算

を
担
当
す
る
大
臣
の
共
同
の
ア
レ
テ
は
、
専
攻
と
し
て
精
神
医
学
を

選
択
し
、
司
法
の
手
の
下
に
置
か
れ
る
者
の
精
神
医
学
的
ケ
ア
に
関

す
る
雇
用
契
約
を
前
述
の
一
九
八
六
年
一
月
九
日
の
法
律
第
八
六

三
三
号
第
一
一
六
条
に
挙
げ
ら
れ
る
国
立
管
理
セ
ン
タ
ー
と
結
ぶ

こ
と
が
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ン
の
数
を
定
め
る
。」

こ
の
契
約
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
が
自
ら
の
職
業
教
育
か
ら
請
求
で

き
る
報
酬
に
加
え
て
、
イ
ン
タ
ー
ン
の
医
学
教
育
の
終
了
ま
で
、
国

立
管
理
セ
ン
タ
ー
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
毎
月
の
手
当
に
対
す
る
権
利

を
設
定
す
る
。」

こ
の
手
当
の
対
価
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ン
は
、
自
ら
の
医
学
教

育
の
間
ま
た
は
そ
の
後
に
、
司
法
鑑
定
ま
た
は
再
犯
予
防
に
関
わ
る
、

犯
罪
学
、
司
法
ま
た
は
犯
罪
精
神
医
学
、
司
法
ま
た
は
犯
罪
心
理
学

の
研
修
に
従
事
す
る
義
務
を
負
う
。
イ
ン
タ
ー
ン
は
、
同
様
に
、
自

ら
の
研
修
の
終
了
時
か
ら
、
本
条
第
四
項
の
適
用
に
よ
っ
て
選
択
さ

れ
る
管
轄
区
に
お
い
て
、
賃
金
労
働
者
の
資
格
ま
た
は
自
由
賃
金
労

働
者
の
資
格
で
精
神
科
医
と
し
て
職
に
従
事
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
管

轄
区
の
中
で
指
名
を
可
能
と
す
る
、
控
訴
院
付
鑑
定
人
の
名
簿
、
及

び
、
公
衆
衛
生
法
典
第
L.
三
七
一
一

一
条
に
定
め
ら
れ
る
調
整
医

名
簿
へ
の
登
録
を
申
請
す
る
義
務
を
負
う
。
イ
ン
タ
ー
ン
の
雇
用
期

間
は
、
手
当
が
支
給
さ
れ
た
期
間
の
二
倍
に
等
し
い
も
の
と
す
る
が
、

二
年
を
下
回
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

イ
ン
タ
ー
ン
の
教
育
の
最
終
年
に
、
司
法
の
手
の
下
に
置
か
れ

る
者
の
精
神
医
学
的
ケ
ア
に
関
す
る
雇
用
契
約
を
結
ん
だ
イ
ン
タ
ー

ン
は
、
司
法
精
神
医
学
鑑
定
人
ま
た
は
調
整
医
の
数
が
不
足
し
て
い

る
管
轄
区
の
リ
ス
ト
か
ら
、
職
に
従
事
す
る
義
務
を
負
う
管
轄
区
を

選
択
す
る
。
こ
の
リ
ス
ト
は
、
司
法
大
臣
及
び
衛
生
を
担
当
す
る
大

臣
の
共
同
の
ア
レ
テ
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
。」

司
法
の
手
の
下
に
置
か
れ
る
者
の
精
神
医
学
的
ケ
ア
に
関
す
る

雇
用
契
約
を
結
ん
だ
医
師
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ン
は
、
違
約
金
の
支
払

い
と
引
き
換
え
に
、
第
三
項
に
定
め
ら
れ
る
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
う

る
が
、
そ
の
違
約
金
の
額
は
、
こ
の
契
約
の
資
格
で
徴
収
さ
れ
る
総

額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
違
約
金
の
算
定
及
び
支
払
方

法
は
、
司
法
大
臣
並
び
に
衛
生
及
び
予
算
を
担
当
す
る
大
臣
の
共
同

の
ア
レ
テ
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
。
そ
の
取
立
て
は
、
国
立
管
理
セ
ン
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タ
ー
が
請
け
負
う
。」

本
条
の
適
用
条
件
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
よ
り
定

め
ら
れ
る
。
本
デ
ク
レ
は
、
と
り
わ
け
、
医
師
が
雇
用
契
約
の
間
に
、

職
に
従
事
す
る
管
轄
区
の
変
更
が
許
可
さ
れ
う
る
態
様
並
び
に
他
の

裁
判
所
の
管
轄
区
の
た
め
に
作
成
さ
れ
る
控
訴
院
付
鑑
定
人
の
名
簿

及
び
調
整
医
名
簿
へ
の
登
録
が
許
可
さ
れ
う
る
態
様
、
並
び
に
、
契

約
の
対
象
と
な
る
研
修
の
認
証
の
欠
如
、
及
び
、
控
訴
院
付
鑑
定
人

ま
た
は
調
整
医
と
し
て
の
受
命
拒
否
が
、
第
三
項
に
挙
げ
ら
れ
る
労

働
契
約
の
破
棄
と
み
な
さ
れ
う
る
条
件
を
精
確
に
示
す
。
雇
用
契
約

が
結
ば
れ
う
る
、
同
第
三
項
に
挙
げ
ら
れ
る
研
修
の
一
覧
は
、
司
法

大
臣
並
び
に
高
等
教
育
及
び
衛
生
を
担
当
す
る
大
臣
の
共
同
の
ア
レ

テ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。」

Ⅱ

｜
同
法
典
第
L.
六
八
一

一
条
第
一
項
、
並
び
に
、
第
L.
六

八
三

一
条
及
び
第
L.
六
八
四

一
条
に
つ
い
て
、

第
L.
六
三
二

五

条
」
の
参
照
の
後
に
、

第
L.
六
三
二

七
条
」
の
参
照
が
挿
入
さ
れ

る
。Ⅲ

｜
社
会
保
障
法
典
第
L.
一
三
六

五
条
Ⅰ
第
一
項
の
最
後
の

文
に
つ
い
て
、

第
L.
六
三
二

六
条
に
挙
げ
ら
れ
る
手
当
」
と
い
う

文
言
は
、

第
L.
六
三
二

六
条
及
び
第
L.
六
三
二

七
条
に
挙
げ
ら

れ
る
手
当
」
と
い
う
文
言
に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ
る
。

Ⅳ

｜
司
法
鑑
定
人
に
関
す
る
一
九
七
一
年
六
月
二
九
日
の
法
律

第
七
一

四
九
八
号
第
二
条
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

一

鑑
定
人
」
と
い
う
文
言
の
後
に
、
Ⅲ
の
末
尾
が
次
の
よ
う

に
起
草
さ
れ
る
。

控
訴
院
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
名
簿
へ
少
な
く
と

も
五
年
前
か
ら
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
ず
、
ま
た
は
、

フ
ラ
ン
ス
以
外
の
欧
州
連
合
加
盟
国
に
お
い
て
認
定
さ
れ
、
か
つ
、

そ
の
国
に
お
い
て
五
年
を
下
回
ら
な
い
期
間
、
司
法
活
動
の
枠
内
で

裁
判
所
に
技
術
的
情
報
を
提
供
し
う
る
活
動
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ

り
特
に
獲
得
さ
れ
た
資
格
が
証
明
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
司
法
」

二

Ⅳ
に
つ
い
て
、

拒
否
」
と
い
う
文
言
の
後
に
、

登
録
ま
た

は
」
と
い
う
文
言
が
挿
入
さ
れ
る
。

第
一
〇
条

公
衆
衛
生
法
典
第
L.
六
一
五
二

四
条
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ

れ
る
。

一

第
一
項
の
冒
頭
に
つ
い
て
、

Ⅰ

｜
」
と
い
う
記
載
が
加

え
ら
れ
る
。

二

次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
Ⅱ
が
加
え
ら
れ
る
。

「
Ⅱ

｜
上
述
の
一
九
八
三
年
七
月
一
三
日
の
法
律
第
八
三

六

三
四
号
第
二
五
条
を
第
L.
六
一
五
二

一
条
第
一
号
な
い
し
第
四
号

に
挙
げ
ら
れ
る
職
員
に
対
し
て
適
用
す
る
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
職
員

が
刑
事
訴
訟
法
典
の
適
用
に
よ
っ
て
司
法
官
に
よ
り
命
令
さ
れ
る
鑑
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定
の
実
施
の
た
め
に
職
務
時
間
の
一
部
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
条

件
を
定
め
る
。」

第
一
一
条

社
会
福
祉
・
家
族
法
典
第
L.
三
一
五

二
条
最
終
項
は
、
次
の
よ
う

に
起
草
さ
れ
る
。

「
第
L.
三
一
三

一

一
条
に
定
め
ら
れ
る
計
画
促
進
手
続
は
、
第
L.

三
一
二

一
条
Ⅰ
第
四
号
に
挙
げ
ら
れ
る
国
家
機
関
及
び
部
局
に
対

し
て
は
適
用
さ
れ
な
い
。」

第
一
二
条

Ⅰ

｜
犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ

ン
ス
第
四
五

一
七
四
号
第
二
章
は
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第

一
二

三
条
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
。

第
一
二

三
条

収
容
決
定
を
除
く
、
第
八
条
、
第
一
〇

二
条
、

第
一
〇

三
条
、
第
一
二

一
条
、
第
一
五
条
、
第
一
五

一
条
、
第

一
六
条
の
二
、
第
一
六
条
の
三
及
び
第
一
九
条
に
定
め
ら
れ
る
教
育

的
措
置
も
し
く
は
制
裁
を
命
じ
、
ま
た
は
、
閉
鎖
的
自
由
剥
奪
刑
以

外
の
刑
罰
を
宣
告
す
る
、
執
行
力
を
持
つ
決
定
を
言
い
渡
す
場
合
、

少
年
及
び
出
席
し
て
い
る
そ
の
法
定
代
理
人
に
対
し
て
、
法
定
代
理

人
の
聴
問
ま
た
は
審
理
の
後
、
最
大
で
五
就
業
日
の
期
間
内
に
、
決

定
を
実
行
す
る
た
め
に
指
定
さ
れ
る
青
少
年
司
法
保
護
局
へ
出
頭
す

る
よ
う
召
還
通
知
が
交
付
さ
れ
る
。
青
少
年
保
護
局
は
、
か
く
し
て

措
置
の
実
行
を
委
託
さ
れ
る
。」

未
成
年
者
が
定
め
ら
れ
た
期
日
に
出
頭
し
な
い
場
合
、
少
年
係

判
事
ま
た
は
予
審
判
事
は
、
判
事
が
有
益
と
認
め
る
場
合
に
は
少
年

を
自
ら
の
下
へ
召
喚
し
、
ま
た
は
、
最
大
で
一
〇
日
の
期
間
内
に
、

青
少
年
の
司
法
的
保
護
の
部
局
へ
召
喚
す
る
。」

Ⅱ

｜
犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ

ン
ス
第
四
五

一
七
四
号
第
一
二

三
条
は
、
二
〇
一
四
年
一
月
一
日

よ
り
発
効
す
る
。

第
一
三
条

Ⅰ

｜
刑
法
典
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

一

第
一
三
三

一
六
条
第
二
項
は
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る

一
文
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
。

他
方
で
、
補
充
刑
と
し
て
、
終
局
的
に
、
禁
止
、
無
能
力
ま
た

は
失
権
が
言
い
渡
さ
れ
た
場
合
、
復
権
は
、
四
〇
年
の
期
間
経
過
後

に
の
み
効
力
を
生
じ
る
。」

二

第
二
一
三

一
条
第
四
号
の
末
尾
、
第
二
一
三

三
条
第
二
号

の
末
尾
、
第
二
一
五

一
条
第
四
号
、
第
二
一
五

三
条
第
三
号
、
第

二
二
五

二
五
条
、
第
二
二
七

三
三
条
、
第
四
四
二

一
六
条
及
び
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第
四
五
〇

五
条
、
並
び
に
、
第
四
六
二

六
条
の
末
尾
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
の
者
の
財
産
」
と
い
う
文
言
は
、

そ
れ
ら
の
者
の
所
有
す

る
財
産
、
ま
た
は
、
善
意
の
所
有
権
の
留
保
の
下
で
、
そ
れ
ら
の
者

が
自
由
に
処
分
で
き
る
財
産
」
と
い
う
文
言
に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ

る
。三

第
四
二
二

六
条
に
つ
い
て
、

そ
れ
ら
の
者
の
財
産
の
」
と

い
う
文
言
は
、

そ
れ
ら
の
者
の
所
有
す
る
財
産
、
ま
た
は
、
善
意

の
所
有
権
の
留
保
の
下
で
、
そ
れ
ら
の
者
が
自
由
に
処
分
で
き
る
財

産
、」
と
い
う
文
言
に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ
る
。

四

第
二
二
二

四
九
条
第
二
項
及
び
第
三
二
四

七
条
第
一
二
号

に
お
い
て
、

有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
」
と
い
う
文
言
の
後
に
、

ま

た
は
、
善
意
の
所
有
権
の
留
保
の
下
で
、
そ
れ
ら
の
者
が
自
由
に
処

分
で
き
る
」
と
い
う
文
言
が
挿
入
さ
れ
る
。

Ⅱ

｜
刑
事
訴
訟
法
典
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

一

第
七
三
六
条
及
び
第
七
四
六
条
の
最
終
項
は
、
次
の
よ
う
に

起
草
さ
れ
る
一
文
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
。

補
充
刑
と
し
て
、
終
局
的
に
言
い
渡
さ
れ
る
無
能
力
、
禁
止
及

び
失
権
は
、
有
罪
判
決
が
無
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
日
か
ら
数

え
て
四
〇
年
の
期
間
経
過
後
に
効
力
を
失
う
。」

二

第
七
七
五
条
第
四
号
は
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
一
文
に

よ
り
補
完
さ
れ
る
。

補
充
刑
と
し
て
、
終
局
的
に
言
い
渡
さ
れ
る
禁
止
、
無
能
力
ま

た
は
失
権
も
同
様
で
あ
る
。」

三

第
七
八
三
条
は
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
一
項
に
よ
り
補

完
さ
れ
る
。

但
し
、
復
権
が
控
訴
院
予
審
部
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
場
合
に
は
、

同
第
一
三
三

一
六
条
第
二
項
は
適
用
さ
れ
ず
、
復
権
は
、
同
項
に

定
め
ら
れ
る
有
罪
判
決
に
対
し
て
直
ち
に
効
力
を
生
じ
る
。」

Ⅲ

｜
本
条
Ⅰ
第
一
号
及
び
Ⅱ
は
、
本
法
律
の
公
布
後
に
行
わ
れ

る
犯
行
に
関
す
る
有
罪
判
決
に
つ
い
て
、
二
〇
一
五
年
一
月
一
日
よ

り
発
効
す
る
。

第
一
四
条

Ⅰ

｜
刑
法
典
第
一
三
三

一
六
条
の
後
に
、
次
の
よ
う
に
起
草

さ
れ
る
第
一
三
三

一
六

一
条
が
挿
入
さ
れ
る
。

第
一
三
三

一
六

一
条

そ
の
者
が
欧
州
連
合
加
盟
国
の
刑
事

裁
判
所
に
よ
り
次
に
挙
げ
る
刑
罰
の
一
つ
を
宣
告
さ
れ
た
場
合
、
復

権
は
、
以
下
に
定
め
る
期
間
の
経
過
後
に
の
み
、
そ
れ
に
先
行
す
る

フ
ラ
ン
ス
で
の
有
罪
判
決
に
効
力
を
も
ち
う
る
。

一

言
い
渡
さ
れ
た
刑
罰
が
金
銭
的
制
裁
で
あ
る
場
合
、
こ
の
有

罪
判
決
の
消
滅
の
時
点
、
ま
た
は
、
そ
の
言
い
渡
し
か
ら
数
え
て
三

年
が
経
過
し
た
時
点
。
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二

言
い
渡
さ
れ
た
刑
罰
が
一
年
を
越
え
る
期
間
の
拘
禁
刑
で
あ

る
場
合
、
こ
の
有
罪
判
決
の
消
滅
時
点
、
ま
た
は
、
そ
の
言
い
渡
し

か
ら
数
え
て
一
〇
年
が
経
過
し
た
時
点
。

三

言
い
渡
さ
れ
た
刑
罰
が
一
〇
年
を
越
え
る
期
間
の
拘
禁
刑
で

あ
る
場
合
、
こ
の
有
罪
判
決
の
消
滅
時
点
、
ま
た
は
、
そ
の
言
い
渡

し
か
ら
数
え
て
四
〇
年
が
経
過
し
た
時
点
。

四

そ
の
者
が
第
一
号
な
い
し
第
三
号
に
定
め
ら
れ
る
刑
罰
以
外

の
刑
罰
を
宣
告
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
有
罪
判
決
の
消
滅
時
点
、
ま
た

は
、
そ
の
言
い
渡
し
か
ら
数
え
て
五
年
が
経
過
し
た
時
点
。

Ⅱ

｜
刑
事
訴
訟
法
典
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

一

第
七
六
九
条
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

ａ)

第
三
項
第
二
文
に
お
い
て
、

時
効
に
か
か
ら
な
い
」
と
い

う
文
言
の
後
に
、

ま
た
は
外
国
の
裁
判
所
に
よ
る
」
と
い
う
文
言

が
挿
入
さ
れ
る
。

ｂ)

次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
一
〇
号
が
加
え
ら
れ
る
。

一
〇

外
国
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
言
い
渡
さ
れ
る
有
罪
判
決
は
、

当
該
国
家
に
よ
る
有
罪
判
決
の
削
除
通
知
の
受
諾
、
ま
た
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
裁
判
所
に
よ
り
命
じ
ら
れ
る
記
載
取
消
の
決
定
か
ら
。
た
だ

し
、
有
罪
判
決
が
欧
州
連
合
加
盟
国
の
裁
判
所
に
よ
り
言
い
渡
さ
れ

た
場
合
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
よ
り
命
じ
ら
れ
る
取
消
は
、

他
の
欧
州
連
合
加
盟
国
へ
の
中
継
を
妨
げ
な
い
。」

二

第
七
七
〇
条
の
後
に
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
七
七
〇

一
条
が
挿
入
さ
れ
る
。

第
七
七
〇

一
条

フ
ラ
ン
ス
所
属
民
が
外
国
の
裁
判
所
に
よ
り

有
罪
判
決
を
下
さ
れ
、
こ
の
有
罪
判
決
が
犯
罪
記
録
第
一
号
票
に
記

載
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
者
は
、
そ
の
住
所
地
ま
た
は
外
国
に
居
住
し

て
い
る
際
に
は
パ
リ
の
軽
罪
裁
判
所
に
対
し
て
、
こ
の
記
載
の
取
消

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

請
求
は
、
刑
法
典
第
一
三
三

一
六

一
条
に
定
め
ら
れ
る
期
間

経
過
後
に
の
み
、
管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
、
こ
の
期
間
経
過
前
に
行
っ
た
場
合
、
不
受
理
と
な
る
。」

請
求
は
、
本
法
典
第
七
〇
三
条
に
従
っ
て
予
審
に
付
さ
れ
、
判

断
さ
れ
る
。」

有
罪
判
決
が
欧
州
連
合
加
盟
国
の
裁
判
所
に
よ
る
も
の
で
あ
る

場
合
、
犯
罪
記
録
第
一
号
票
の
記
載
の
取
消
は
、
他
の
欧
州
連
合
加

盟
国
へ
の
中
継
を
妨
げ
な
い
。」

三

第
七
七
五
条
第
一
三
号
は
、

少
年
に
関
す
る
、
ま
た
は
、

刑
事
手
続
以
外
の
目
的
で
の
利
用
が
有
罪
判
決
を
下
し
た
裁
判
所
に

よ
り
明
確
に
除
外
さ
れ
た
」
と
い
う
文
言
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
。

四

第
七
七
五

一
条
は
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
一
項
に
よ

り
補
完
さ
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
所
属
民
が
外
国
の
裁
判
所
に
よ
り
有
罪
宣
告
を
受
け
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た
場
合
、
こ
の
者
は
、
同
様
に
、
同
じ
手
続
に
従
っ
て
、
そ
の
住
所

地
の
ま
た
は
外
国
に
居
住
し
て
い
る
際
に
は
パ
リ
の
軽
罪
裁
判
所
に

対
し
て
、
そ
の
記
載
が
第
二
号
票
か
ら
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

第
七
七
五

二
条
の
後
に
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
第
七

七
五

三
条
が
挿
入
さ
れ
る
。

第
七
七
五

三
条

あ
る
者
の
犯
罪
記
録
第
二
号
票
に
含
ま
れ
る

情
報
は
、
そ
れ
が
外
国
の
裁
判
所
に
よ
り
言
い
渡
さ
れ
た
有
罪
判
決

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
刑
法
典
第
一
三
三

一
六

一
条
に
定

め
ら
れ
る
期
間
の
経
過
後
に
消
去
さ
れ
る
。」

六

第
七
七
七
条
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

ａ)

第
一
項
に
お
い
て
、

言
い
渡
さ
れ
た
」
と
い
う
文
言
の
後

に
、

国
内
裁
判
所
に
よ
り
」
と
い
う
文
言
が
挿
入
さ
れ
る
。

ｂ)

最
終
項
の
前
に
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
一
項
が
挿
入
さ

れ
る
。第

三
号
票
は
、
同
様
に
、
外
国
の
裁
判
所
に
よ
り
言
い
渡
さ
れ

た
、
い
か
な
る
猶
予
も
伴
わ
な
い
二
年
を
越
え
る
期
間
の
自
由
剥
奪

刑
の
有
罪
判
決
を
対
象
と
す
る
。」

ｃ)

最
終
項
が
、

当
事
者
に
よ
り
付
託
さ
れ
た
、
欧
州
連
合
加

盟
国
の
政
府
当
局
に
関
す
る
も
の
を
除
き
、」
と
い
う
文
言
に
よ
り

補
完
さ
れ
る
。

ｄ)

次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
一
項
が
加
え
ら
れ
る
。

申
請
者
が
欧
州
連
合
加
盟
国
に
所
属
す
る
外
国
人
で
あ
る
場
合
、

そ
の
国
の
政
府
当
局
が
自
ら
に
引
き
渡
さ
れ
た
号
票
上
に
表
れ
て
い

る
記
載
を
伝
達
す
る
た
め
、
第
三
号
票
の
あ
ら
ゆ
る
請
求
は
、
そ
の

国
の
政
府
当
局
に
対
し
て
な
さ
れ
る
。」

七

第
七
七
七

一
条
に
お
い
て
、

の
第
一
項
」
と
い
う
文
言
が

削
除
さ
れ
る
。

Ⅲ

｜
本
条
に
よ
る
刑
法
典
及
び
刑
事
訴
訟
法
典
の
規
定
は
、
二

〇
一
二
年
四
月
二
七
日
以
降
、
外
国
の
裁
判
所
に
よ
り
言
い
渡
さ
れ

た
有
罪
判
決
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。

Ⅳ

｜
重
罪
累
犯
リ
ス
ク
の
減
少
を
目
指
し
た
、
刑
事
手
続
の
諸

規
定
に
関
す
る
二
〇
一
〇
年
三
月
一
〇
日
の
法
律
第
二
〇
一
〇

二

四
二
号
第
一
七
条
Ⅲ
第
二
項
は
、
削
除
さ
れ
る
。

第
一
五
条

刑
事
訴
訟
法
典
第
七
〇
六

五
三

五
条
第
五
項
の
最
後
か
ら
二
番

目
の
文
が
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
。

「
そ
の
者
が
法
律
上
の
累
犯
の
地
位
に
あ
る
場
合
、
毎
月
の
提
出
の

制
度
は
当
然
に
適
用
さ
れ
る
。」

（80-４- ）551 87

行刑計画に関する二〇一二年三月二七日の法律第二〇一二-四〇九号㈠（フランス刑事制裁研究会（訳)）



第
三
章

没
収
刑
の
執
行
に
関
す
る
諸
規
定

第
一
六
条

Ⅰ

｜
刑
法
典
第
一
三
一

二
一
条
第
九
項
第
一
文
は
、
次
の
よ

う
に
起
草
さ
れ
る
。

没
収
は
、
価
額
と
し
て
命
令
さ
れ
う
る
。」

Ⅱ

｜
刑
事
訴
訟
法
典
第
七
〇
六

一
四
一
条
の
後
に
、
次
の
よ

う
に
起
草
さ
れ
る
第
七
〇
六

一
四
一

一
条
が
挿
入
さ
れ
る
。

第
七
〇
六

一
四
一

一
条

差
押
は
、
同
様
に
、
価
額
と
し
て

命
令
さ
れ
う
る
。
本
編
第
Ⅲ
章
及
び
第
Ⅳ
章
に
定
め
ら
れ
る
特
定
の

財
産
の
類
型
に
固
有
の
規
定
は
、
価
額
と
し
て
差
押
が
執
行
さ
れ
る

財
産
に
適
用
さ
れ
る
。」

第
一
七
条

Ⅰ

｜
刑
法
典
第
一
三
一

二
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ

る
。一

第
五
項
に
お
い
て
、

没
収
が
予
定
さ
れ
る
財
産
に
つ
い
て

説
明
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
、﹇
そ
の
権
原
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
﹈
な
か
っ
た
場
合
、」
と
い
う
文
言
は
、

ま
た
は
、
そ
の
者

が
自
由
に
処
分
で
き
る
善
意
の
所
有
権
の
留
保
の
下
、
没
収
が
予
定

さ
れ
る
財
産
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
有
罪
宣
告
を

受
け
た
者
も
、
所
有
者
も
、﹇
そ
の
権
原
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
﹈

な
か
っ
た
場
合
、」
と
い
う
文
言
に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ
る
。

二

第
六
項
に
お
い
て
、

有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
」
と
い
う
文

言
の
後
に
、

ま
た
は
、
そ
の
者
が
自
由
に
処
分
で
き
る
善
意
の
所

有
権
の
留
保
の
下
、」
と
い
う
文
言
が
挿
入
さ
れ
る
。

Ⅱ

｜
刑
事
訴
訟
法
典
第
七
〇
六

一
四
八
条
第
一
文
は
、
次
の

よ
う
に
起
草
さ
れ
る
。

捜
査
が
五
年
以
上
の
拘
禁
刑
で
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
を
対
象
と
す

る
場
合
、
自
由
・
拘
禁
判
事
は
、
共
和
国
検
事
の
請
求
に
基
づ
き
、

理
由
を
付
し
た
命
令
に
よ
り
、
国
庫
か
ら
貸
し
付
け
ら
れ
る
費
用
に

よ
っ
て
、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
を
処
罰
す
る
法
律
が
そ
れ
を
定
め
る
場

合
、
ま
た
は
、
そ
の
財
産
の
権
原
が
証
明
さ
れ
え
な
か
っ
た
場
合
、

刑
法
典
第
一
三
一

二
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
適
用
に
よ
っ
て

没
収
が
予
定
さ
れ
る
財
産
の
差
押
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」

第
一
八
条

刑
事
訴
訟
法
典
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

一

第
七
〇
七

一
条
第
二
項
は
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
二

項
に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
罰
金
の
徴
収
及
び
価
額
と
し
て
の
没
収
を
執
行
す
る

た
め
の
訴
追
は
、
共
和
国
検
事
の
名
に
お
い
て
、
権
限
の
あ
る
公
会

計
官
に
よ
り
、
ま
た
は
、
価
額
と
し
て
の
没
収
が
あ
ら
か
じ
め
差
押
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ら
れ
た
財
産
に
つ
い
て
執
行
さ
れ
る
場
合
に
は
、
差
押
及
び
没
収
財

産
管
理
・
徴
収
セ
ン
タ
ー
に
よ
り
行
わ
れ
る
。」

そ
の
他
の
没
収
の
執
行
は
、
第
七
〇
六

一
六
〇
条
第
一
号
及
び

第
二
号
に
挙
げ
ら
れ
る
動
産
ま
た
は
不
動
産
を
対
象
と
す
る
場
合
、

そ
れ
ら
の
財
産
が
あ
ら
か
じ
め
委
託
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て

も
、
共
和
国
検
事
の
名
に
お
い
て
、
差
押
及
び
没
収
財
産
管
理
・
徴

収
セ
ン
タ
ー
に
よ
り
実
行
さ
れ
る
。
差
押
及
び
没
収
財
産
管
理
・
徴

収
セ
ン
タ
ー
は
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
公
示
の
手
続
を
行
う
。」

二

同
第
七
〇
七

一
条
の
最
後
か
ら
二
番
目
の
項
は
、
次
の
よ

う
に
起
草
さ
れ
る
。

刑
の
時
効
は
、
検
察
官
、
刑
罰
適
用
裁
判
所
の
行
為
ま
た
は
決

定
に
よ
り
中
断
し
、
そ
の
管
轄
に
属
す
る
罰
金
ま
た
は
没
収
刑
に
つ

い
て
は
、
そ
の
執
行
を
目
的
と
す
る
、
財
務
局
ま
た
は
差
押
及
び
没

収
財
産
管
理
・
徴
収
セ
ン
タ
ー
の
行
為
ま
た
は
決
定
に
よ
り
中
断
す

る
。」三

定
め
ら
れ
る
」
と
い
う
文
言
の
後
に
、
第
七
〇
六

一
六
〇

条
第
三
号
の
末
尾
が
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
。

公
法
人
財
産
一

般
法
典
第
L.
二
二
二
二

九
条
及
び
本
法
典
第
七
〇
七

一
条
に
」

第
一
九
条

同
法
典
第
七
一
三

四
〇
条
は
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

一

第
三
項
は
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
二
項
に
よ
り
置
き
換

え
ら
れ
る
。

没
収
の
判
決
の
執
行
費
用
は
、
徴
収
さ
れ
る
総
額
か
ら
控
除
さ

れ
る
。

徴
収
さ
れ
る
金
員
の
総
額
及
び
没
収
さ
れ
た
財
産
の
売
却
益
は
、

執
行
費
用
を
差
し
引
き
、
そ
の
総
額
が
一
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
下
回

る
場
合
に
は
フ
ラ
ン
ス
国
に
帰
属
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
、
そ

の
半
分
が
フ
ラ
ン
ス
国
に
、
も
う
半
分
が
申
請
国
に
帰
属
す
る
。」

二

最
終
項
は
、
次
の
よ
う
に
起
草
さ
れ
る
一
文
に
よ
り
補
完
さ

れ
る
。徴

収
さ
れ
る
総
額
は
、
全
て
の
費
用
を
差
し
引
き
、
本
条
に
定

め
ら
れ
る
原
則
に
従
っ
て
分
割
さ
れ
る
。」

第
二
〇
条

道
路
法
典
第
L.
三
二
五

一

一
条
第
二
項
第
二
文
に
お
い
て
、

差
押
及
び
没
収
財
産
管
理
・
徴
収
セ
ン
タ
ー
に
」
と
い
う
文
言
は
、

固
有
財
産
局
に
」
と
い
う
文
言
に
よ
り
置
き
換
え
ら
れ
る
。

第
四
章

雑
則

第
二
一
条

本
法
第
四
条
な
い
し
第
八
条
、
及
び
、
第
一
二
条
な
い
し
第
二
〇

（80-４- ）553 89

行刑計画に関する二〇一二年三月二七日の法律第二〇一二-四〇九号㈠（フランス刑事制裁研究会（訳)）



条
、
並
び
に
、
第
九
条
Ⅳ
は
、
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
、
仏
領
ポ
リ
ネ

シ
ア
及
び
ワ
リ
ス
・
フ
ト
ゥ
ナ
諸
島
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
。

第
二
二
条

行
刑
施
設
に
関
す
る
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
の
法
律
第
二
〇

〇
九

一
四
三
六
号
第
一
二
条
第
二
項
の
後
に
、
次
の
よ
う
に
起
草

さ
れ
る
一
項
が
挿
入
さ
れ
る
。

行
刑
機
関
の
職
員
は
、
同
様
に
、
司
法
省
の
中
央
機
関
を
収
容

す
る
建
造
物
の
保
護
を
保
障
す
る
。」

（
徳
永
元
）
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一
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）
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概
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介
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